
（平成２３年３月30日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 10 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 6 件

年金記録確認山口地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



山口国民年金 事案 663 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

付加保険料を含めて納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女        

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から 61年３月まで 

 私は、Ａ町で父に国民年金の加入手続をしてもらった後、納付を休むこ

と無く、昭和 43 年に婚姻によりＢ市へ転居した後もずっと納付を続けて

きた。Ｂ市では、Ｃ会の方が集金に来られ、申立期間も同様にＣ会の集金

人に付加保険料も含めて納付したので、申立期間について、付加保険料を

含めて引き続き納付していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、12 か月と短期間である申立期間を除けば、国民年金に未加入及

び未納の期間は無く、国民年金の資格を取得した昭和 41 年５月から第３号

被保険者となる 61 年３月まで国民年金保険料を全て納付しており、47 年 12

月からは付加保険料も納付するなど、保険料の納付意識の高さがうかがえる。 

また、オンライン記録によると、申立人は昭和 60 年４月１日に国民年金の

任意加入資格を喪失しているが、申立人には国民年金の任意加入資格の喪失

手続を行った記憶は無く、申立期間当時もＣ会の集金人に国民年金保険料を

納付していたと主張しており、昭和 60 年度のＢ市の国民年金保険料収納簿

には申立人の氏名が記載されていることから、申立人は、申立期間において

も、Ｃ会による集金により納付することが可能であったものと考えられる。 

さらに、申立人のオンライン記録及び国民年金被保険者台帳（特殊台帳）

によると、申立人の付加保険料は、昭和 47 年 12 月は納付と記録されている

ものの、48 年１月から同年９月までの期間は納付されていない記録とされて



いたものが、Ｂ市が保管する国民年金被保険者記録票により、当該期間も付

加保険料が納付されていることが判明したことから、納付と記録訂正された

経緯がみられ、申立人に係る年金記録の管理が必ずしも適切に行われていな

かったことがうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料については、付加保険料を含めて納付していたものと認められる。 

 



山口国民年金 事案 665 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年５月から 47 年４月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年５月から 47年５月まで 

    私は、昭和 41 年 12 月に国民年金に任意加入し、47 年５月に厚生年金保

険の被保険者となるまで、集金人を通じて国民年金保険料を納付してきた

にもかかわらず、申立期間の国民年金保険料が還付されたと記録されてい

る。 

    国民年金保険料を納付したのは確かであり、国民年金保険料の還付を受

けた覚えは無いので、申立期間を保険料納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する国民年金保険料受領票により、申立期間の国民年金保険

料は納付されていることが確認できるが、国民年金被保険者台帳によると、

申立人が昭和 46 年５月１日に国民年金被保険者資格を喪失し、48 年４月 28

日付けで申立期間の国民年金保険料が還付決定されていることが確認できる。 

   しかし、申立期間のうち、昭和 46 年５月から 47 年４月までの国民年金保

険料については、申立人は国民年金被保険者資格を喪失した 46 年５月１日か

ら厚生年金保険被保険者資格を取得する 47 年５月１日までの期間において被

用者年金の加入は確認できない上、前述のとおり、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していることが確認できることから、任意加入した国民

年金被保険者資格を 46 年５月１日に喪失する合理的な理由は見当たらず、行

政側において何らかの事務処理上の誤りがあったことがうかがわれることか

ら、当該期間については、国民年金保険料を納付済みの期間とするのが相当

である。 

   一方、申立期間のうち、昭和 47 年５月の国民年金保険料については、申立



人は同年５月１日に厚生年金保険の被保険者となっていることから、重複納

付した国民年金保険料が還付されたことについては適正な事務処理が行われ

たものと考えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち昭

和 46 年５月から 47 年４月の国民年金保険料を納付していたものと認められ

る。 



山口国民年金 事案 666 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成９年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成９年３月 

私が平成９年３月に会社を退職した後、妻が、妻自身の国民年金の加入

手続と一緒に私の国民年金の加入手続も行い、送付された納付書によりＡ

市内の金融機関で二人分の保険料を納付した。 

妻の申立期間は納付済みとなっているのに、私の申立期間だけが未納と

なっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間は、申立人が厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後、第 1 号

被保険者として国民年金に加入すべき期間である。このため申立人の妻は、

申立人の妻が所持する年金手帳により、Ａ市で第３号被保険者から第 1 号被

保険者への種別変更手続を行っていることが確認できるが、申立人の妻は同

時に申立人の申立期間に係る国民年金加入手続を行ったと説明している上、

申立期間はオンライン記録上、第１号被保険者期間であることが確認できる

ことから、同期間の納付書は発行されたものと推認できる。 

また、申立期間における申立人の妻の国民年金保険料は納付済みであり、

申立人の妻が記憶している納付金額は、申立期間の保険料額とほぼ一致して

いる上、申立人及び申立人の妻は、申立期間の前後において、申立人が厚生

年金保険の被保険者資格を喪失し、再度取得するまでの期間、申立期間と同

様に国民年金に加入し、その都度保険料を納付していることから、申立期間

だけが未納となっているのは不自然である。 

さらに、申立人は、申立期間を除く国民年金被保険者期間は全て国民年金

保険料を納付しており、「納付書が届いたものについては、その都度、必ず

納付していた。」と供述している申立人の妻は、数回にわたる厚生年金保険



と国民年金の切替手続を適切に行い、国民年金保険料を完納していることか

ら、申立人の妻の納付意識は高かったことがうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



山口厚生年金 事案 1010 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格喪失日に

係る記録を平成４年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 44 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年９月 29日から同年 10月１日まで 

私は、平成元年４月にＡ株式会社に入社し、７年 12月に退社するまでの

期間において、転勤や同社の関連会社に異動したことはあったが、一貫し

てＢの業務に従事しており、転勤や異動によっても給与額に大きな差は無

く、厚生年金保険料も継続して控除されていたと記憶している。 

しかし、私が平成４年 10月１日にＡ株式会社Ｃ営業所からＡ株式会社の

関連会社であるＤ株式会社（事業主は、Ａ株式会社の事業主と同一人）へ

異動した際の被保険者記録が、Ａ株式会社に係る資格喪失日は同年９月 29

日、Ｄ株式会社に係る資格取得日は同年 10月１日とされており、申立期間

の被保険者記録が無く、被保険者期間が継続していないので納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ株式会社からの回答及び複数の同僚の供述から判断すると、申立人は、

Ａ株式会社及びＤ株式会社に継続して勤務し（平成４年 10 月１日にＡ株式会

社から同社の関連会社であるＤ株式会社に異動）、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社における

平成４年８月のオンライン記録から、44万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、事業主は当時の資料が無いため不明としており、



これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判

断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 



山口厚生年金 事案 1011 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人の有限会社Ａにおける資格喪失日に

係る記録を平成２年１月１日に訂正し、申立期間に係る標準報酬月額を 34 万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 12月 31日から２年１月１日まで 

    私は、平成元年２月から同年 12 月 31 日までの期間において有限会社Ａ

に勤務していた。 

私が所持している有限会社Ａに係る平成元年２月分から同年 12 月分まで

の給与明細書によると、事業主により給与から厚生年金保険料が控除され

ていることが確認できるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人が所持する有限会社Ａに係る給与明細書及び当時の事務担当者の供

述から判断すると、申立人が平成元年 12 月 31 日までの期間において同社に

在籍し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人が所持する平成元年 12

月分の給与明細書から、34万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主が保管する申立人に係る健康保険厚生年金保険被保

険者資格喪失確認通知書における申立人の資格喪失日が平成元年 12 月 31 日

となっていることから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年 12 月の厚生年金保険料につ



いて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったもの

の、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場

合を含む。）事業主は、申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



山口国民年金 事案 664 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年８月から 62 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 また、昭和 63 年３月の国民年金保険料については、還付されていないもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ①  昭和 60年８月から 62年９月まで 

          ② 昭和 63年３月 

    国民年金に加入した時期、加入場所、誰が手続をしたかなどについては

よく覚えていないが、国民年金保険料が未納となっている期間の納付書が

送られて来た際、納付期限が迫っていたことから、毎月の国民年金保険料

と一緒に、未納の保険料を１か月分ずつ、約３年にわたって納付した。 

また、昭和 63 年３月の保険料は還付された覚えがない。申立期間①が未

納とされ、申立期間②の保険料が還付とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の記

号番号の強制加入者の資格取得日及び付加保険料の納付開始日から、平成

元年 10 月から同年 11 月頃に払い出されたものと推測でき、オンライン記

録から、申立人が厚生年金保険被保険者の資格を喪失した昭和 60 年８月

26 日に遡って国民年金保険の被保険者資格を取得していることが確認でき、

このほかに、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをう

かがわせる事情は見当たらないことから、申立人の国民年金手帳記号番号

の払出時点では、少なくとも申立期間のうち、60 年８月から 62 年６月ま

での期間の国民年金保険料は、制度上、時効により納付できない。 

また、申立人は、国民年金の加入手続について、良く覚えていないと述

べるなど、申立人の加入手続当時の記憶は曖昧である。 

さらに、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを示



す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①の国民年

金保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

２ 申立期間②について、オンライン記録によると、昭和 63 年３月分の国民

年金保険料は、平成２年５月 10 日に、一旦納付されていることが確認でき

るが、同年６月に申立人に対して口座振込により還付した記録が確認でき

るところ、これは、昭和 63 年３月分の国民年金保険料が、時効が完成した

平成２年５月１日以降に納付されたために還付されたものと考えられ、還

付金額は当該期間の保険料額と一致しているなど、当該還付記録に不自然

な点は見当たらない。 

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 

  また、申立期間②の国民年金保険料が還付されていないものと認めるこ

とはできない。 

 



山口国民年金 事案 667 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年 12 月及び 53 年２月から同年４月までの国民年金保険料

については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男     

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年 12月 

      ② 昭和 53年２月から同年４月まで 

私は、昭和 52 年 12 月頃に、Ａ市役所Ｂ支所で国民年金の加入手続を行

い、保険料は、毎月送られてきていた納付書により、毎月、同市役所同支

所で現金納付した。 

国民年金保険料の納付書は、横 12センチから 13センチ、縦 17センチ程

度の大きさで、保険料額は、2,000 円か 3,000 円程度だったと記憶してい

る。 

当時は失業中だったが、何とかお金を工面して納付していたことを記憶

しているので、申立期間の国民年金保険料の納付を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 52 年 12 月頃に、Ａ市役所Ｂ支所で国民年金の加入手続を

行ったとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の 20 歳適

用者及び厚生年金保険被保険者資格を喪失した者の国民年金被保険者資格の

取得日から、53 年１月４日以降に払い出され、厚生年金保険被保険者資格を

喪失した 52年 12月２日に遡って取得していることが確認できる。     

また、申立人は、昭和 52 年 12 月に国民年金の加入手続を行った後は、申

立期間①及び②について、Ａ市役所から毎月送付されてきた納付書により、

毎月保険料を納付したとしているが、Ａ市が申立期間当時に使用していた国

民年金保険料納付通知書兼領収書は、６か月分（４月分から９月分までと 10

月分から３月分まで）が領収可能な様式で、年２回（４月と 10 月）の送付で

あったことが確認できる上、申立人の国民年金の被保険者記録は、平成 22 年



11 月 25 日に基礎年金番号へ統合処理されるまでは、Ａ市が保管する申立人

の国民年金被保険者名簿及びオンライン記録から、申立期間①及び②並びに

厚生年金被保険者期間を含む昭和 52 年 12 月２日から 53 年９月１日までの期

間は、国民年金の未納期間とされていたことが確認できる。 

さらに、申立人は、昭和 53 年１月 12 日から同年２月 17 日までの期間及び

53 年５月８日から同年９月１日までの期間について、「それぞれの期間、就

職して厚生年金保険の被保険者となったが、国民年金被保険者資格の喪失手

続を行ったことはなく、厚生年金保険に加入しているので当該期間の国民年

金保険料は納付しなかった。」と供述している。 

加えて、退職により厚生年金保険被保険者資格を喪失した際には、国民年

金への切替手続を行い、国民年金被保険者資格を取得する必要があるが、申

立人は、申立期間①及び②以外は国民年金に未加入であり、申立人の国民年

金保険料の納付意識は必ずしも高くなかったことがうかがえる。 

このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



山口国民年金 事案 668 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年 10 月から３年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住     所  ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成２年 10月から３年１月まで 

 私は、勤務していた会社を平成２年 10 月に退職した後、しばらくＡ市に

居住していたが、３年の初め頃にＢ市の実家に転居し、Ｂ市役所で国民年

金の加入手続を行った。 

申立期間を含む未納となっていた国民年金保険料の納付書は、前住所の

Ａ市からＢ市の実家に転送されるよう手続きしており、私が結婚（婚姻日

は平成４年 12 月＊日）する前に２回に分け、Ｂ市役所で納付したと記憶し

ているので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成３年の初め頃にＢ市役所で国民年金の加入手続を行ったと

しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の前後の 20 歳適用者

の資格取得日及び第３号被保険者の資格取得処理日から、５年１月頃にＣ市

から払い出されており、同市が保管する申立人に係る国民年金被保険者名簿

から、申立人は、２年 10 月 21 日に遡って国民年金の被保険者資格を取得し

ていることが確認できることから、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出

された５年１月の時点では、申立期間のうち２年 10 月及び同年 11 月の国民

年金保険料は、既に時効期限が到来しているため、制度上、納付できない。 

また、Ｂ市及びＡ市において申立人に係る国民年金被保険者名簿は確認で

きず、申立人に別の同手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

さらに、申立人のＢ市における加入手続及び納付状況（国民年金保険料の



納付金額、納付場所及び納付時期等）に関する記憶は曖昧である。 

加えて、申立人の両親は、「私の娘が、Ａ市からＢ市の実家に引っ越して

きた時期は、平成４年の春から夏頃であったと記憶しているが、娘宛てに国

民年金保険料の納付書が転送されたこと及び私の娘が転送された納付書で国

民年金保険料を納付したこと等については、記憶に無い。」と述べている。 

このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに国民年金保険料が納付された

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



山口国民年金 事案 669 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 15 年８月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 15年８月 

    私は、平成 15 年８月に会社を退職し、同年９月には次の会社に就職して

いたが、同年 10 月又は同年 11 月頃に、社会保険事務所（当時）から、

「厚生年金保険被保険者資格の喪失に伴い、国民年金保険料の納付義務が

ある。」という内容の封書が届き、その中に同年８月分の国民年金保険料

の納付書が１枚入っていた。 

    その頃、私は既に働いていたため、母親に国民年金保険料相当額と納付

書を渡し、納付をお願いしたところ、母親が、国民年金保険料の納付後に

受領した領収書を私に見せ、「納付してきた。」と言ったことを覚えてい

るので、申立期間が未納と記録されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付書により納付したと申し立て

ているが、オンライン記録により、申立人は、平成 15 年８月２日に厚生年金

保険被保険者資格を喪失し、同年９月１日に再び厚生年金保険被保険者資格

を取得していることが確認できることから、申立期間は、国民年金への加入

手続を行い、国民年金被保険者となることが必要な期間であるが、オンライ

ン記録では、申立期間は未加入期間となっており、申立人及び申立期間の保

険料を納付したとする申立人の母親は、当該期間について、申立人の国民年

金被保険者資格の取得手続を行っていないと供述している。 

また、社会保険事務所においては、厚生年金保険被保険者資格を喪失後、

国民年金被保険者として加入すべき期間が未加入となったまま、再び厚生年

金保険被保険者資格を取得した者については、当該未加入期間に係る国民年

金の適用勧奨（初回勧奨及び初回勧奨に応じなかった場合に行われる最終勧



奨）が行われることとなっているところ、オンライン記録から、申立人の申

立期間について、平成 17 年２月 22 日に国民年金未適用者一覧表（最終）が

作成されていることが確認できることから、同未適用者一覧表（最終）が作

成された時点では、申立人の国民年金被保険者への加入手続は行われていな

かったと考えられる。 

以上のことから、申立期間は国民年金の未加入期間であり、国民年金保険

料の納付書は作成されず、制度上、保険料を納付することができない。 

さらに、申立人が所持する年金手帳について、申立人の母親は、「国民年

金の加入記録欄は記載されていない。」と供述している上、申立人に対し、

別の基礎年金番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

加えて、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



山口厚生年金 事案 1007 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間①について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年４月１日から同年６月１日まで 

              ② 昭和 35年６月頃から同年８月頃まで 

    私は、年金事務所に、船員保険と厚生年金保険の被保険者記録を照会し

たところ、両申立期間の船員保険及び厚生年金保険の被保険者記録が確認

できないとの回答を得た。 

    申立期間①は、中学校の紹介で一緒に卒業したＡ氏とＢ株式会社に入社

し、船舶名称は覚えていないが、甲板見習として乗り込んでいた。 

申立期間②は、Ｃ株式会社（現在は、Ｄ株式会社）に公共職業安定所の

紹介でＥ氏と一緒に季節工員として入社し、会社の寮も同室であった。 

両申立期間について、船員保険及び厚生年金保険に加入していたはずな

ので、船員保険及び厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人が記憶している中学校の同級生で一緒にＢ

株式会社に入社したと主張しているＡ氏は、「申立人とは中学校の同級生

で、卒業後の昭和 31 年３月 15 日に船員見習として一緒に申立事業所に入

社したが、申立人は入社して２か月後ぐらいに退職したと思う。」と供述

していることから判断すると、勤務期間の特定はできないものの、申立人

はＢ株式会社に勤務していたことはうかがえる。 

  しかし、Ｂ株式会社は、「申立期間当時の資料は保管していないため詳

細は不明であるが、当時は雇入れと同時に船員保険に加入させていなかっ

たかもしれない。」と回答しているところ、Ａ氏は、「私は、申立人とは

別のＦ丸に乗り込んだが、船員保険被保険者資格の取得日は、入社日から

約２か月後となっており、当時は見習であったので、入社後直ちに船員保



険に加入させてもらえなかったのではないかと思う。」と供述している。 

また、申立期間①当時、Ｂ株式会社に係る船員保険被保険者名簿に被保

険者記録が確認できる同僚（機関員）は、「私が所持している船員手帳を

見ると、船員保険被保険者資格の取得日は、雇入日の約１か月後となって

いる。」と供述していることなどから判断すると、同社では、申立期間①

当時、全ての従業員について、必ずしも雇入れと同時に船員保険に加入さ

せていたとは限らない状況がうかがえる。 

さらに、Ｂ株式会社に係る船員保険被保険者名簿に、申立人の氏名を確

認することはできない上、整理番号に欠番は見られない。 

このほか、申立人が申立期間①において、船員保険被保険者として、事

業主から船員保険料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、申立人が記憶している同僚の一部の氏名がＣ株式

会社に係る厚生年金保険被保険者名簿に確認できることから判断すると、

勤務期間の特定はできないものの、申立人はＣ株式会社に勤務していたこ

とはうかがえる。 

しかし、Ｄ株式会社は、「昭和 40 年代頃までの期間において、当社の採

用形態は、正社員と季節工員（勤務期間が３か月から４か月間）があり、

短期労働者である季節工員は厚生年金保険に加入させていなかった。当社

が保管する厚生年金保険被保険者資格取得届及び喪失届の控えに申立人の

氏名は確認できない。」と回答している。 

また、申立人が一緒に入社したとする同僚５人のうち、３人はＣ株式会

社に係る厚生年金保険被保険者名簿に氏名を確認できない。 

    さらに、Ｃ株式会社に係る厚生年金保険被保険者名簿に厚生年金保険の

被保険者記録が確認できる複数の同僚は、「申立期間②当時、工場には、

季節工と呼ばれていた期間工員が多くおり、厚生年金保険へは加入してい

なかった。」と供述している。  

    加えて、申立期間②当時のＣ株式会社に係る厚生年金保険被保険者名簿

に、申立人の氏名を確認することはできない上、整理番号に欠番は見られ

ない。 

このほか、申立人が申立期間②において、厚生年金保険被保険者として、

事業主から厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間①に係る船員保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできず、また、申立人が

厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



山口厚生年金 事案 1008 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 19年６月 11日から 20年４月１日まで 

私は、昭和 19 年３月 17 日にＡ株式会社所有のＢ丸に乗り組んで出港し

たが、同年６月 11 日にＣ島沖で爆沈され、護衛艦に救助されてＤ国に入

港した。 

その後、Ｄ国で海軍に仮入隊し、国際汽船で日本に帰港したが、乗り組

む船舶が無かったので自宅で待機していた。 

申立期間もＡ株式会社から給与が支給されていたので、申立期間を船員

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社所有のＢ丸に係る船員保険被保険者名簿によると、申立人の資

格喪失日は、昭和 19 年６月 11 日と記載され、同被保険者名簿の他の被保険

者も全員が同日に被保険者資格を喪失していることが確認できる上、Ｅ会調

製の「海軍省喪失船舶一覧表」において、Ｂ丸が同日に沈没していることが

確認できる。 

また、申立人は、乗り組んでいたＢ丸が昭和 19 年６月 11 日に沈没し、申

立期間においては、Ａ株式会社からは給与は支給されていたが乗船はしてい

なかったと主張しており、申立人は、申立期間当時、予備船員であったと推

認できるところ、船員保険法の規定により予備船員を船員保険法の被保険者

とすることになったのは、20 年４月以降であることから、申立期間は、制度

上、予備船員は船員保険の被保険者となることができない期間である。 

さらに、Ｂ丸を所有していたＡ株式会社は、厚生年金保険の適用事業所で

はなかったことが確認でき、同社の所在地を管轄する法務局で商業登記の記

録を確認できない上、当該船舶は戦時中、Ｅ会の管理下にあったと考えられ



るが、同会に関する資料は保存されていないため、申立期間における申立人

の勤務実態及び保険料控除について確認することができない。 

このほか、船員保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認

できる給与明細書等の資料は無く、ほかに申立人が申立期間において事業主

により船員保険料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が船員保険の被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



山口厚生年金 事案 1009 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 24年５月 31日から同年 11月１日まで 

私は、昭和 24 年５月から 25 年９月 20 日までの期間において、Ａ所有

のＢ丸に甲板員として乗り込み、Ｃ地域を中心に石炭を運搬する業務に継

続して従事していたにもかかわらず、申立期間が船員保険の被保険者期間

として記録されていない。 

私が所持する船員手帳には雇入記録が記載してあるので、申立期間につ

いて、船員保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する船員手帳の記録から判断すると、申立人は、申立期間を

含む昭和 24年５月６日から 25年９月 20日までの期間において、Ａ所有のＢ

丸に雇入れされ、甲板員として勤務していたことが推認できる。 

   しかし、適用船舶所有者名簿において、Ａ所有のＢ丸は、申立期間当時、

船員保険の適用船舶であったことが確認できない。 

   また、オンライン記録において、申立人は、申立期間の前後の期間である

昭和 24 年５月１日から同年５月 31 日までの期間は、Ｄ株式会社において、

同年 11月１日から 25 年９月 20日までの期間は、Ｅ組合において、船員保険

の被保険者となっていることが確認できるところ、前述の船員手帳において、

当該期間は、Ａ所有のＢ丸に雇入れされたとして記載されていることなどか

ら判断すると、申立船舶は申立期間前後の期間において両事業所に所属して

いた船舶であったことが推認できるが、Ｄ株式会社に係る船員保険被保険者

名簿において、申立人と同じ 24 年５月 31 日に被保険者資格を喪失したこと

が確認でき、同社に所属していた別の船舶に乗り込んでいたとする同僚は、

「Ｄ株式会社は、Ｃ市に事務所があったが、政府の政策により昭和 24 年５月



頃廃止され、同事務所に所属していた多くの船主や船員は、同時期に船員保

険被保険者資格を喪失した。その後、船主や船員の多くはＥ組合などの新た

に設立された組合に所属し、船員保険にも加入していった。」と供述してい

る。 

   さらに、Ｄ株式会社及びＥ組合に係る船員保険被保険者名簿から、申立人

が所持する船員手帳に記載されている申立船舶の船長、及び申立船舶に申立

人と一緒に乗り込んでいたとする同僚は、Ｄ株式会社における船員保険被保

険者資格を昭和 24 年５月 31 日に喪失し、Ｅ組合における同被保険者資格を

同年 11 月１日に取得していることが確認でき、申立期間に係る船員保険の被

保険者記録は確認できない。 

   加えて、前述の両被保険者名簿において、Ｄ株式会社で被保険者記録を有

する複数の同僚は、Ｄ株式会社における船員保険被保険者資格を昭和 24 年５

月 31 日に喪失し、Ｅ組合における同被保険者資格を同年 11 月１日に取得し

ていることが確認できる。 

   また、船舶所有者及び申立船舶に一緒に乗り込んでいたとする船長及び同

僚は既に死亡しており、申立人の申立期間における船員保険料の控除につい

て確認できる供述を得ることもできない。 

   このほか、申立人が申立期間において船員保険に加入し、船舶所有者から

船員保険料を控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



山口厚生年金 事案 1012 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 23年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年 10月 1日から８年３月 31日まで 

私は、平成２年２月に有限会社Ａ（平成７年２月に有限会社Ｂへ商号変

更。）を設立した時から、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなく

なった８年３月 31 日までの期間において、代表取締役として月額 60 万円

の役員報酬を受け取っていた。 

しかし、申立期間の標準報酬月額が、申立期間前の 53 万円から 36 万円

に下げられた記録となっており、納得できないので、申立期間の標準報酬

月額を 53万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

有限会社Ｂに係る商業登記簿謄本により、申立人は申立期間を含む平成元

年４月 26 日から８年３月 31 日までの期間において、同社の代表取締役であ

ったことが確認できる。 

また、オンライン記録によると、申立期間のうち、平成４年 10 月１から同

年 12 月分までの期間に係る標準報酬月額の記録は、当初 53 万円であったも

のが 36 万円に随時改定され、厚生年金保険被保険者資格を喪失した８年３月

31 日までの期間において継続していることが確認できるが、有限会社Ｂが厚

生年金保険の適用事業所に該当しなくなった８年３月 31 日以降に、遡って記

録が訂正された形跡は無いなど、不自然さは見当たらない。 

さらに、オンライン記録により、申立期間において標準報酬月額の定時改

定（平成５年 10月、６年 10月及び７年 10 月）が行われていることが確認で

き、当該記録において、不自然さは見当たらないなど、いずれの機会におい

ても事業主が申立てどおりの健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基

礎届を提出していたことを推認することができない。 



加えて、申立人は、「役員報酬は毎月現金で受け取っていた。」と供述し

ているところ、申立人が提出した申立人名義の普通預金通帳の写しからは、

平成７年１月から８年３月までの期間において申立人の報酬月額を確認でき

る記載は見受けられず、事業主は、「申立期間当時の賃金台帳、法人税確定

申告書（勘定科目内訳明細書）及び総勘定元帳等は保管していない。」と回

答していることから、申立人の申立期間に係る報酬月額及び厚生年金保険料

の控除額について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



山口厚生年金 事案 1013 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 46年２月６日から 47年２月４日まで 

私は、申立期間について、Ａ県Ｂ区にあるＣ有限会社の３階の寮に住み

込みながら、同社でＤの業務に従事していた。 

就職の際には、厚生年金保険の適用がある会社を選んで就職したと記憶

しているが、ねんきん特別便で確認したところ、Ｃ有限会社に係る申立期

間の被保険者記録が確認できないので納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録から判断すると、申立人は、申立期間の一部を含

む昭和 46年２月３日から同年 12月 28日までの期間において、Ｃ有限会社に

勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、適用事業所名簿において、Ｃ有限会社が厚生年金保険の適

用事業所であったことを確認することができない。 

また、Ｃ有限会社の所在地であるＡ県Ｂ区を管轄するＡ法務局Ｂ出張所に

おいて、同社に係る商業登記簿は確認できない。 

さらに、申立人は、申立期間当時の事業主及び同僚等の氏名を記憶してお

らず、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除等につ

いて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



山口厚生年金 事案 1014 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年６月 15日から 36年１月１日まで 

私は、人事記録のとおり、昭和 32 年６月にＡ事業所Ｂ出張所（現在は、

Ｃ事業所Ｄ事務所）にＥ職として入所し、その後も年度ごとに雇用契約を

更新し、少なくとも 36 年４月末までの期間において、同事業所同出張所

でＥ職として業務に従事していた。 

Ａ事業所Ｂ出張所に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日が入所時で

はなく、昭和 36年１月１日となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人が提出した人事記録（乙）の写し、Ｃ事業所の回答及び複数の同僚

の供述から判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 32 年６月１から

35 年３月 19 日までの期間、及び同年４月１日から 36 年１月１日までの期間

において、年度ごとに雇用を更新される職員としてＡ事業所Ｂ出張所に勤務

していたことが推認できる。 

しかし、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立

人と同じ昭和 36 年１月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得している複数

の同僚のうち、申立人と同じＥ職として入所したとする一人は、「私は、昭

和 34 年４月に、Ａ事業所に年度ごとに雇用を更新される職員として入所した

が、年度ごとに雇用を更新される職員であった期間については厚生年金保険

に加入していなかったと思う。」と供述しているところ、Ａ事業所に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿により、当該同僚が入所したとする 34 年４

月から厚生年金保険被保険者資格の取得日である 36 年１月１日までの期間に

係る当該同僚の被保険者記録は確認できない上、年度ごとに雇用を更新され

たとする他の複数の同僚についても、前述の被保険者名簿において確認でき



る被保険者資格の取得時期とそれぞれが供述する入所時期とが一致していな

いことが確認できることから判断すると、当時、同所では、年度ごとに雇用

を更新される職員について、必ずしも入所と同時に厚生年金保険に加入させ

ていたとは限らない状況がうかがえる。 

また、申立人が提出した人事記録（乙）の写しから、申立人は、Ａ事業所

Ｂ出張所において、昭和 32年６月１から 35 年３月 19日までの期間、及び同

年４月１日から 35年 11月 30日までの期間において、退職手当を伴う年度末

の退所及び年度初めの入所を繰り返しながら勤務した後、同年 12 月１日に常

勤的非常勤職員に登録され、Ｆ職として日給が支給されることとなったこと

が確認できるところ、Ｃ事業所は、「申立期間当時の資料は保存されておら

ず、申立人のように年度ごとに雇用を更新されている者の厚生年金保険への

加入の取扱いについては不明である。Ｃ組合本部にも確認したが、『厚生年

金保険への加入の取扱いは個人ごとで異なっており、人事記録（乙）に常勤

的非常勤職員の登録及びＦ職として日給が記載されていることをもって、厚

生年金保険に加入させていたとは言えない。』と回答があった。」としてい

るところ、前述の 34 年４月に申立人と同じＥ職として入所したとする同僚は、

「昭和 35 年４月に常勤的非常勤職員になったと記憶している。」と供述する

ものの、前述の被保険者名簿における厚生年金保険被保険者資格の取得日は

申立人と同じ 36 年１月１日であるなど、申立人の申立期間に係る厚生年金保

険への加入状況及び厚生年金保険料の控除状況を確認することができない。 

さらに、国民年金手帳記号番号払出簿及びオンライン記録により、申立人

は、昭和 35年 11月４日に国民年金の加入手続を行い、同年 10月１日に遡っ

て資格取得を行っていることが確認できる。 

加えて、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立

人が同事業所において初めて厚生年金保険被保険者資格を取得したのは昭和

36 年１月１日であることが確認でき、この記録はオンライン記録と一致して

いる上、申立期間に申立人の被保険者記録は見当たらない。 

このほか、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を

確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに申立人が申立期間において厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


